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海
上
運
送
事
業
の
活
性
化
の
た
め
の
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
七
十
四
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
手
数
料
の
額
）

（
手
数
料
の
額
）

第
一
条

領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の

第
一
条

領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の

事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
行
う
事
務
の
処
理
に
関
し
て

事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
行
う
事
務
の
処
理
に
関
し
て

徴
収
す
る
手
数
料
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
一
件
に
つ
い
て
は
遺
産
の
額
の

徴
収
す
る
手
数
料
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
一
件
に
つ
い
て
は
遺
産
の
額
の

百
分
の
二
に
相
当
す
る
額
、
第
二
号
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
第
十
九

百
分
の
二
に
相
当
す
る
額
、
第
二
号
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
に
掲
げ
る

号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
各
一
件
に
つ
い
て
は
当
該
在
外
公
館
の
所
在

事
務
各
一
件
に
つ
い
て
は
当
該
在
外
公
館
の
所
在
国
ご
と
に
当
該
国
の
通
貨
を
も
つ

国
ご
と
に
当
該
国
の
通
貨
を
も
つ
て
外
務
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ

て
外
務
省
令
で
定
め
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
額
を
外
国
貨
幣
換
算
率
（

れ
ら
の
額
を
外
国
貨
幣
換
算
率
（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
百
十
四
条
の
規

百
六
十
五
号
）
第
百
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
外
国
貨
幣
換

定
に
基
づ
い
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
外
国
貨
幣
換
算
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

算
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
つ
て
換
算
し
た
邦
貨
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め

よ
つ
て
換
算
し
た
邦
貨
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な

る
金
額
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
十
七

（
略
）

一
～
十
七

（
略
）

十
八

削
除

十
八

船
員
の
雇
入
契
約
の
公
認

三
百
十
円
以
上
五
百
九
十
円
以
下

十
九
～
三
十

（
略
）

十
九
～
三
十

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○
船
員
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

１

船
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
務
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

船
員
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
事
務
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
ほ
か
、
法
第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
も
行
う

は
、
国
土
交
通
大
臣
の
ほ
か
、
法
第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
も
行
う

こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
前
段
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
国
土

こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
中
前
段
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
国
土

交
通
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
法
第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
に
関
す

交
通
大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
法
第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
長
に
関
す

る
規
定
と
し
て
当
該
市
町
村
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

る
規
定
と
し
て
当
該
市
町
村
長
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
三
十
七
条
の
雇
入
契
約
の
成
立
等
の
届
出
の
受
理
及
び
法
第
三
十
八
条
の

二

法
第
三
十
七
条
の
雇
入
契
約
の
公
認
に
関
す
る
こ
と
。

雇
入
契
約
の
確
認
に
関
す
る
こ
と
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○
日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
等
の
行
為
に
よ
る
特
別
損
失
の
補
償
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条

日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
等
の
行
為
に
よ
る
特
別
損
失
の

第
一
条

日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
等
の
行
為
に
よ
る
特
別
損
失
の

補
償
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

補
償
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

事
業
は
、
左
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

二

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
に
よ
る
船
舶
運
航
事
業

す
る
船
舶
運
航
事
業
又
は
内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号

又
は
内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
に
よ
る
内
航
運
送

）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
航
運
送
を
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
総
ト
ン
数
四

業
で
あ
つ
て
、
総
ト
ン
数
四
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
よ
り
行
う
も
の

十
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
よ
り
行
う
も
の

三

（
略
）

三

（
略
）
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○
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
十
三
号
）

（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
政
令
で
定
め
る
罪
）

（
政
令
で
定
め
る
罪
）

第
五
条
の
五

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る

第
五
条
の
五

法
第
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
百
十
一
条
第
一

十
三

船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
十
四
条
第
一

号
に
規
定
す
る
罪

号
に
規
定
す
る
罪

十
四
～
三
十
一

（
略
）

十
四
～
三
十
一

（
略
）
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○
船
員
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

船
員
法
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

船
員
法
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の

額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
法
第
百
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
の
事

務
を
行
う
領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の

事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）
に
対
し
て
雇
入
契
約
の
公
認
を
申
請
す
る
者
が
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
領
事
官
の
徴
収
す
る
手
数
料
に
関

す
る
政
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

雇
入
契
約
の
公
認
を
申
請
す
る
者

四
百
三
十
円

一

船
員
手
帳
の
交
付
又
は
書
換
え
を
申
請
す
る
者

千
九
百
五
十
円

二

船
員
手
帳
の
交
付
又
は
書
換
え
を
申
請
す
る
者

千
九
百
五
十
円

二

船
員
手
帳
の
訂
正
を
申
請
す
る
者

四
百
三
十
円

三

船
員
手
帳
の
訂
正
を
申
請
す
る
者

四
百
三
十
円

三

衛
生
管
理
者
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
千
四
百
円

四

衛
生
管
理
者
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
千
四
百
円

四

衛
生
管
理
者
の
資
格
の
認
定
を
申
請
す
る
者

二
千
六
百
円

五

衛
生
管
理
者
の
資
格
の
認
定
を
申
請
す
る
者

二
千
六
百
円

五

衛
生
管
理
者
適
任
証
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

二
千
二
百
五
十
円

六

衛
生
管
理
者
適
任
証
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

二
千
二
百
五
十
円

六

救
命
艇
手
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
千
円

七

救
命
艇
手
の
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

五
千
円

七

救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
を
申
請
す
る
者

二
千
五
百
円

八

救
命
艇
手
の
資
格
の
認
定
を
申
請
す
る
者

二
千
五
百
円

八

救
命
艇
手
適
任
証
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

二
千
百
五
十
円

九

救
命
艇
手
適
任
証
書
の
再
交
付
を
申
請
す
る
者

二
千
百
五
十
円
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○
船
員
労
働
委
員
会
に
置
く
船
員
職
業
安
定
部
会
等
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
船
員
職
業
安
定
部
会
）

（
船
員
職
業
安
定
部
会
）

第
一
条

船
員
労
働
委
員
会
は
、
船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
五
条
第
五
項
並
び
に
第
九

第
一
条

船
員
労
働
委
員
会
は
、
船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
掌
事
務
を
行
な
わ
せ
る
た
め
、
そ
の

の
規
定
に
よ
る
所
掌
事
務
を
行
な
わ
せ
る
た
め
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
船
員
職
業
安
定
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置

員
職
業
安
定
部
会
（
以
下
「
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

く
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
専
門
委
員
）

（
専
門
委
員
）

第
三
条

船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
五
条
第
五
項
並
び
に
第
九
十
五
条
第
一
項
及
び
第

第
三
条

船
員
職
業
安
定
法
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
掌
事

二
項
の
規
定
に
よ
る
所
掌
事
務
に
関
し
専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
船

務
に
関
し
専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
船
員
中
央
労
働
委
員
会
に
あ
つ

員
中
央
労
働
委
員
会
に
あ
つ
て
は
六
人
又
は
三
人
の
、
船
員
地
方
労
働
委
員
会
に
あ

て
は
六
人
又
は
三
人
の
、
船
員
地
方
労
働
委
員
会
に
あ
つ
て
は
三
人
の
専
門
委
員
を

つ
て
は
三
人
の
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）



- 7 -

○
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
損
失
補
償
の
対
象
と
な
る
事
業
）

（
損
失
補
償
の
対
象
と
な
る
事
業
）

第
十
六
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二

第
十
六
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
海
上
運
送
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
又
は
内

十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶
運
航
事
業
又
は
内

航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

内
航
運
送
を
す
る
事
業
で
、
総
ト
ン
数
四
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
よ
り
行
う
も
の
と

内
航
運
送
業
で
、
総
ト
ン
数
四
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

す
る
。
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○
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
六
十
九
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
船
員
に
関
す
る
特
例
）

（
船
員
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
員
に
関
し
て

第
五
条

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
員
に
関
し
て

は
、
第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
法
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
六
条
の
規
定

は
、
第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
法
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
条
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
七
条
」
と
、
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

こ
ろ
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
」
と
、
「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監

に
よ
り
」
と
、
「
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
運
輸
局
長
（
運
輸
監

理
部
長
を
含
む
。
）
」
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
中
「
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二

理
部
長
を
含
む
。
）
」
と
、
前
条
第
一
項
第
一
号
中
「
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
本
文
の
賃
金
又
は
当
該
退
職
に
係
る
」

年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
本
文
の
賃
金
又
は
当
該
退
職
に
係
る
」

と
あ
る
の
は
「
船
員
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
給
料
そ
の
他
の
報
酬
又
は
当
該
退
職

と
あ
る
の
は
「
船
員
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
給
料
そ
の
他
の
報
酬
、
当
該
退
職
前

前
の
労
働
に
対
す
る
割
増
手
当
若
し
く
は
歩
合
金
若
し
く
は
当
該
退
職
に
係
る
補
償

の
労
働
に
対
す
る
割
増
手
当
若
し
く
は
歩
合
金
又
は
当
該
退
職
に
係
る
補
償
休
日
手

休
日
手
当
若
し
く
は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
労
働
基
準
法
第
二
十
四
条
第
二
項
本

当
若
し
く
は
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
労
働
基
準
法
第
二
十
四
条
第
二
項
本
文
の
賃

文
の
賃
金
及
び
基
準
退
職
日
に
し
た
退
職
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
法
第
五
十

金
及
び
基
準
退
職
日
に
し
た
退
職
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
法
第
五
十
三
条
第

三
条
第
二
項
の
給
料
そ
の
他
の
報
酬
並
び
に
基
準
退
職
日
以
前
の
労
働
に
対
す
る
割

二
項
の
給
料
そ
の
他
の
報
酬
並
び
に
基
準
退
職
日
以
前
の
労
働
に
対
す
る
割
増
手
当

増
手
当
及
び
歩
合
金
並
び
に
基
準
退
職
日
に
し
た
退
職
に
係
る
補
償
休
日
手
当
及
び

及
び
歩
合
金
並
び
に
基
準
退
職
日
に
し
た
退
職
に
係
る
補
償
休
日
手
当
及
び
」
と
す

」
と
す
る
。

る
。
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○
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
機
会
の
確
保
の
た
め
の
大
企
業
者
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
二
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
適
用
除
外
）

（
適
用
除
外
）

第
二
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
業
種
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

八

内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
内
航
海
運
業
及
び
同
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
項
の

定
の
適
用
を
受
け
る
内
航
運
送
業
及
び
内
航
船
舶
貸
渡
業
並
び
に
同
法
第
二
十
七

規
定
が
準
用
さ
れ
る
内
航
海
運
業
に
相
当
す
る
事
業

条
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
内
航
海
運
業
に
相
当
す
る
事
業

九
～
十
六

（
略
）

九
～
十
六

（
略
）
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○
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
四
十
九
号
）

（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
船
員
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
船
員
法
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
四
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号

第
四
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号

）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え

）
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
係
る
船
員

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
替
え
に
係
る
船
員

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

法
の
規
定

法
の
規
定

第
七
十
八
条
第
二
項

、
手
当
及
び
食
費

及
び
手
当

第
七
十
八
条
第
二
項

、
手
当
及
び
食
費

及
び
手
当

第
百
十
四
条
第
一
項

失
業
手
当
、
送
還
手
当
、
傷
病
手

傷
病
手
当

第
百
十
四
条
第
一
項

失
業
手
当
、
送
還
手
当
、
傷
病
手

傷
病
手
当

当

当

第
百
十
四
条
第
二
項

雇
止
手
当
又
は
予
後
手
当

予
後
手
当

第
百
十
四
条
第
二
項

雇
止
手
当
又
は
予
後
手
当

予
後
手
当

第
百
十
五
条

失
業
手
当
、
雇
止
手
当
、
送
還
の

災
害
補
償

第
百
十
五
条

失
業
手
当
、
雇
止
手
当
、
送
還
の

災
害
補
償

費
用
、
送
還
手
当
又
は
災
害
補
償

費
用
、
送
還
手
当
又
は
災
害
補
償

第
百
二
十
一
条
の
二

船
員
手
帳
の
交
付
、
訂
正
若
し
く

船
員
手
帳
の
交
付

第
百
二
十
一
条
の
二

雇
入
契
約
の
公
認
、
船
員
手
帳
の

船
員
手
帳
の
交
付

は
書
換
え
若
し
く
は
衛
生
管
理
者

、
訂
正
又
は
書
換

交
付
、
訂
正
若
し
く
は
書
換
え
若

、
訂
正
又
は
書
換

適
任
証
書
若
し
く
は
救
命
艇
手
適

え

し
く
は
衛
生
管
理
者
適
任
証
書
若

え

任
証
書
の
再
交
付
の
申
請
を
し
、

し
く
は
救
命
艇
手
適
任
証
書
の
再

又
は
衛
生
管
理
者
若
し
く
は
救
命

交
付
の
申
請
を
し
、
又
は
衛
生
管

艇
手
の
試
験
を
受
け
、
若
し
く
は

理
者
若
し
く
は
救
命
艇
手
の
試
験

こ
れ
ら
の
資
格
の
認
定

を
受
け
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
資

格
の
認
定

第
百
四
十
七
条

「
十
二
日
」
と
、
「
三
日
」
と
あ

「
十
二
日
」
と

第
百
四
十
七
条

「
十
二
日
」
と
、
「
三
日
」
と
あ

「
十
二
日
」
と

る
の
は
「
二
日
」
と

る
の
は
「
二
日
」
と

（
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

（
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）
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２

法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

２

法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
六
十
九
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読

令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
六
十
九
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

読
替
え
に
係
る
賃
金

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
替
え
に
係
る
賃
金

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

の
支
払
の
確
保
等
に

の
支
払
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令

関
す
る
法
律
施
行
令

の
規
定

の
規
定

第
五
条

賃
金
又
は
当
該
退
職
に
係
る

賃
金

第
五
条

賃
金
又
は
当
該
退
職
に
係
る

賃
金

給
料
そ
の
他
の
報
酬
又
は
当
該
退

給
料
そ
の
他
の
報

給
料
そ
の
他
の
報
酬
、
当
該
退
職

給
料
そ
の
他
の
報

職
前
の
労
働
に
対
す
る
割
増
手
当

酬

前
の
労
働
に
対
す
る
割
増
手
当
若

酬

若
し
く
は
歩
合
金
若
し
く
は
当
該

し
く
は
歩
合
金
又
は
当
該
退
職
に

退
職
に
係
る
補
償
休
日
手
当
若
し

係
る
補
償
休
日
手
当
若
し
く
は

く
は

賃
金
及
び
基
準
退
職
日
に
し
た
退

賃
金

賃
金
及
び
基
準
退
職
日
に
し
た
退

賃
金

職
に
係
る

職
に
係
る

給
料
そ
の
他
の
報
酬
並
び
に
基
準

給
料
そ
の
他
の
報

給
料
そ
の
他
の
報
酬
並
び
に
基
準

給
料
そ
の
他
の
報

退
職
日
以
前
の
労
働
に
対
す
る
割

酬

退
職
日
以
前
の
労
働
に
対
す
る
割

酬

増
手
当
及
び
歩
合
金
並
び
に
基
準

増
手
当
及
び
歩
合
金
並
び
に
基
準

退
職
日
に
し
た
退
職
に
係
る
補
償

退
職
日
に
し
た
退
職
に
係
る
補
償

休
日
手
当
及
び

休
日
手
当
及
び
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○
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

標

準

事

務

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務

金

額

標

準

事

務

手
数
料
を
徴
収
す
る
事
務

金

額

五

削
除

五

船
員
法
第
百
四
条

船
員
法
第
百
四
条
第
一
項
の
規
定

四
百
三
十
円

第
一
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

り
市
町
村
が
処
理
す

に
関
す
る
政
令
第
一
項
第
二
号
の

る
事
務
に
関
す
る
政

規
定
に
基
づ
く
雇
入
契
約
の
公
認

令
（
昭
和
二
十
八
年

の
申
請
に
対
す
る
審
査

政
令
第
二
百
六
十
号

）
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
く
雇
入

契
約
の
公
認
に
関
す

る
事
務
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○
交
通
政
策
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
号
）
（
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
分
科
会
）

（
分
科
会
）

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会

第
六
条

審
議
会
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
科
会
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
分
科
会

の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

の
所
掌
事
務
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。

と
お
り
と
す
る
。

名
称

所

掌

事

務

名
称

所

掌

事

務

(

略)
（
略
）

(

略)

（
略
）

海
事

一

海
運
、
港
湾
運
送
、
造
船
に
関
す
る
事
業
、
船
舶
、
船
員
及
び
船

海
事

一

海
運
、
港
湾
運
送
、
造
船
に
関
す
る
事
業
、
船
舶
、
船
員
及
び
船

分
科

舶
交
通
安
全
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
（
船
員
労

分
科

舶
交
通
安
全
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
（
船
員
労

会

働
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

会

働
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に

二

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
、
造
船

関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七
十
二
号
）
、
内
航

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
、
臨
時
船
舶
建
造
調
整

海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
、
造
船
法
（
昭

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
船
舶
職
員
及
び
小
型

和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
、
臨
時
船
舶
建
造
調
整
法
（
昭

船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
水
先
法

和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
及
び
海
上
交
通
安
全
法
（

縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
、
水
先
法
（
昭
和

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限

二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
及
び
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
議
会
の
権
限
に
属
さ

せ
ら
れ
た
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

(

略)

（
略
）

(

略)

（
略
）
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（
略
）

２
～
６

（
略
）


